
北九州広域都市計画地区計画の変更（北九州市決定） 

都市計画風師三丁目地区地区計画を次のように変更する。 

名 称 風師三丁目地区地区計画 

位 置 北九州市門司区風師三丁目地内 

面 積 約１．４ha 

地区計画の目標 

当地区は、ＪＲ門司港駅の南西約２．０キロメートルに位置し、北は関門海峡、南は

緑豊かな風師山が広がる自然環境に恵まれた丘陵地にある。 

現在、こうした自然環境を生かし、宅地開発事業により良好な住環境を形成する低

層戸建団地として開発がされようとしている。 

このことから本地区計画は、低層戸建住宅地として適正な制限を定め、良好な居住

環境の形成と保全を目指す。 
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土地利用の方

針 

周辺環境との調和と融合を考慮し、良質な低層戸建住宅地として土地利用を図り、

良好な住宅環境を維持する。 

地区施設の整

備の方針 

地区施設として、区画道路（幅員８．０ｍ、６．０ｍ、５．０ｍ）・歩行者専用通路（幅員

４．０ｍ）及び公園・緑地を適切に配置する。 

建築物等の整

備の方針 

１ 整備された宅地が細分化され狭小宅地とならないように、建築物の敷地面積の最

低限度を定める。 

２ 良好な住宅地としての環境を保全するため、建築物等の用途の制限を定める。 

３ 良好な市街地形成を図るため、建築物等の高さの制限及び壁面の位置の制限を

定める。 

４ 住宅地景観を整備し保全するため、垣又はさくの構造の制限を定める。 
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地区施設の配

置及び規模 

道 路 

 幅 員  ８．０ｍ  延 長 約 ６０．０ｍ 

 幅 員  ６．０ｍ  延 長 約４０４．０ｍ 

 幅 員  ５．０ｍ  延 長 約１４７．０ｍ 

公園・緑地  約 １，１２０．０㎡ 

その他 
 公共空地（歩行者専用道路） 

 幅 員  ４．０ｍ  延 長 約 ８３ｍ 
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建築物等の

用途の制限 

建築できる建築物は、次の各号に掲げるものとする。 

１ 住宅（長屋、共同住宅を除く。次号において同じ。） 

２ 住宅で次の用途を兼ね、かつ、その用途に供する部分の面積が全体の１／２以下

のもの 

(1) 事務所 

(2) 華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの 

３ 地区集会所又は診療所 

４ 前各号の建築物に付属するもの 

建築物の延

べ面積の敷

地面積に対

する割合の

最高限度 

８／１０ 

建築物の建

築面積の敷

地面積に対

する割合の

最高限度 

５／１０（ただし、街区の角にある敷地は６／１０とする。） 
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建築物の敷

地面積の最

低限度 

２００㎡（地区集会所用地を除く。） 

壁面の位置

の制限 

道路境界線からの

距離 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線まで

の距離は、１．５ｍ以上とする。ただし、自動車車庫は除く。 

隣地境界線からの

距離 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線まで

の距離は、１階部分は１．５ｍ以上、２階部分は２ｍ以上とす

る。ただし、自動車車庫及び物置は除く。 

建築物等の

高さの最高

限度 

９ｍ 

建築物等の

意匠の制限 

建築物の屋根の色は黒・濃灰・濃茶等の濃暗色を基調とする。ただし、物置・車庫

等の附属物はこの限りでない。 

建築物の外壁の色は白・茶又は灰を基調とした落ち着いたものとする。 

垣又はさく

の構造の制

限 

道路又は隣地に面する側に設ける場合は、次に掲げる(1)又は(2)を満足するものと

する。 

(1) 生垣 

(2) 高さ４０㎝以下の基礎の上に透視可能なフェンスを設け、植栽を組合せたもの 

「区域、地区施設の配置及び壁面の位置の制限は、計画図表示のとおり」 

理 由 

都市計画区域の変更に伴い、「北九州都市計画」を「北九州広域都市計画」に変更するものである。 

当初 ： 平成３年１２月１１日告示 第４３１号  変更（最終） ： 平成２９年１月２４日告示 第２９－２号 




